
Ⅳ 平成２４年度 生涯学習課主要施策の概要

○ 県民一人一人が、生涯にわたって自己実現を目指すとともに、地域や社会の中で身
に付けた知識や技術などを生かし活躍するなど、学びが循環する社会づくりを積極的
に進め、「生涯学習社会」の一層の実現を図る。

○ 県民総ぐるみによる教育の推進についての県民意識の醸成や、教育支援のためのネ
ットワークの構築・充実などにより、学校・家庭・地域や企業・市民団体等が一体と
なって取り組む教育の推進を図る。

○ 社会教育関係団体との連携や社会教育指導者の資質の向上など社会教育の充実を図
る。

○ 第二次宮崎県教育振興基本計画に則り、市町村や社会教育関係団体等との連携を促
進し、生涯学習・社会教育行政の円滑な運営を図る。

事業概要

１ 生涯学習の振興

本県が今後とも輝き続け、活力を維持し発展していくため、県民一人一人が夢や
希望を抱き、生涯にわたって、学びを深めたり学び直しをしたり、また、新たな学
びに取り組んだりしながら自らを磨き高めることに取り組んだり挑戦したりするな
ど、様々な取り組みの中で自己実現を目指すとともに、身に付けた知識や経験、技
能等を社会に還元するなど、学びが循環する社会づくりに努める。

自らの生きがいづくりとして、身につけ
た技能や学習の成果を教育に還元

〈知の循環型社会〉

地域人材による教育支援活動

県生涯学習ホームページ
「みやざき学び応援ネット」（県単）

・ 「宮崎県生涯学習審議会」の設置
・ 「生涯学習・社会教育行政関係課長等会議」の開催
・ 「宮崎県社会教育委員会議」の設置
・ 「社会教育関係団体」への支援 等

生涯学習推進体制の整備

ＨＰによる生涯学習情報提供

学校支援地域本部メニュー

地域ぐるみで学校運営を支
援する体制整備

放課後子ども教室メニュー

コーディネーター
安全管理員
学習アドバイザー
活動ボランティア

コーディネーター
学校支援ボランティア

地 域 社 会

企業等の力を生かした社会全体の教育力向上推進

〔早寝早起き朝ごはん〕

社会全体での家庭の教育力向上推進

・ 県立美術館の充実（みやざきアートプロジェクト 等）
・ 県立図書館の充実（読書活動の推進等）

社会教育施設による教育支援活動

企業の力を教育に！「みやざきの教育」アシスト事業（県単）Ｈ２２～

アシス ト企業による教育支援活動

親子いきいき家庭教育支援推進事業（県単）Ｈ２３～

放課後等の子どもの安全・
安心な居場所づくり

地域人材の育成

・コーディネータ・
指導者等研修会

・ボランティアの集い
・地域教育
ネットワーク会議

県民への広報・啓発

・啓発ポスター
・テレビ番組・新聞
・ホームページ
・啓発ステッカー
・啓発ワッペン

学校

放課後 読み聞かせ

学習活動

環境整備

安全な教育環境

職場体験・職業講話

学校行事

・ 「子どもの生活習慣づくり県民運動」の推進
・ 家庭における読書活動の推進「家読」
・ 家庭教育の支援

子どもの一日の生活

家庭

登校下校

あいさつ見守り活動

部活動

あいさつ見守り活動

週末

家読の推進 生活習慣づくり

地域住民の支援
地域住民の支援

【新】学びのきずな子ども教育支援事業（国補助）Ｈ２４～

・ 公立公民館・自治公民館（住民への学習支援等）

「平成２４年度生涯学習 課主要施 策・事業」
県民総ぐるみによる教育の推進・生涯を通じて学び、挑戦できる社会づくりの推進

・ 青少年自然の家（自然体験活動、集団活動等）

【新】学校生活適応支援「のびのび学園」事業
（県単）Ｈ２４～

・学校生活では経験できない
宿泊を伴う自然体験活動

海幸事業 山幸事業

生涯学習課

「山幸・海幸ふれあい自然教室」
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(1) 生涯学習推進体制の整備

○生涯学習に関する様々な視点からの意見を集約し、今後の生涯学習推進の方向
性を検討する。
○学習者が必要とする様々な学習情報をいつでもどこでも入手でき、学習に参加
できるように努めるとともに、個人が学習したことにより得られた経験や知識等
が社会で発揮できるような体制の整備・充実に努める。
○市町村との連携を強化し、生涯学習・社会教育行政の総合的な推進を図る。

ア 主な取組
○ 生涯学習推進方策について、各分野からの多方面な意見聴取
○ 生涯学習・社会教育行政における市町村との積極的な連携
○ 生涯学習に関する情報提供の充実
○ 各ライフステージにおける学習活動の充実
○ キャリア教育・リカレント教育の充実

イ 具体的な事業等
○ 生涯学習審議会
・県教育委員会又は県知事の諮問に応じ審議会を開催し、生涯学習に関する施策
の総合的な推進について重要事項を調査・審議する。

○ 生涯学習・社会教育行政関係課長等会議、教育事務所家庭・地域教育担当者会
・本県における生涯学習・社会教育の現状と今後の動向について共通理解を図る
ことにより、県と市町村が連携・協力を深め、生涯学習・社会教育行政の総合的
な推進を図る。

○ 生涯学習ホームページ「みやざき学び応援ネット」による情報提供
・県民の自発的な生涯学習を支援するとともに、家庭教育や青少年教育等の体験
活動の充実を支援するため、生涯学習ホームページ「みやざき学び応援ネット」
を運用し、県・市町村及び生涯学習関係機関と連携しつつ、各種情報の整備と充
実に努め、県内の生涯学習情報を提供する。
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○ 社会教育委員研究大会、公民館経営セミナー、公民館実践研究セミナー
・市町村の社会教育委員、自治・公立公民館関係者等の社会教育関係者が一堂に
会し、各市町村における社会教育に関する課題等について、相互に情報交換する
とともに、新しい時代に対応するための研修を行い、生涯学習・社会教育の充
実・振興を図る。

○ 企業の力を教育に！「みやざきの教育」アシスト事業
・多様な教育活動の創出を図るため、企業（会社、個人事業所等）がもつ専門性
や人材などの教育的資源を活用するための教育支援システムを構築することによ
り、企業が教育活動に積極的に参画できる環境を整備し、地域ぐるみの教育の普
及・啓発を図る。
① 「アシスト事業ガイドブック」の作成・活用により、アシスト企業とのより
よい連携を推進する。

② アシスト事業ホームページにより、「アシスト企業バンク」の構築を進め
る。

③ アシスト事業研修会の開催により、本事業の円滑な推進を図る。

(2) 教育ネットワークの充実

○学校と家庭、地域や企業・ＮＰＯ法人・市民団体等の関係団体などが連携し、
協働した取り組みの推進や、学校を拠点とした教育支援ネットワークを構築し、
地域住民が参画した教育活動の充実と社会全体の教育力の向上を図る。
○市町村との連携を強化し、多様な主体の参画を促すとともに、地域における連
携の核となるコーディネーター・指導者等の研修の充実や、関係団体等との連携
による教育支援ネットワークの構築に努める。

ア 主な取組
○ 多様な主体の参画による教育システムの構築と連携強化
○ 子どもの支援活動の充実

学 校

地 域家 庭
子どもの安全に関する見守り活動

保護者への出前講座等の開催

住民への出前講座、
研修会等の開催

教科内容に関する情報等の提供

授業や講演等の支援

職場見学・体験の実施

宮崎県教育委員会

アシスト
企 業

子育てに関する情報の提供

学校を支援してく
れる企業の情報を
見つけたい。

家庭教育に関する情
報や体験の提供をして
くれる企業が知りたい。

地域と連携した活
動をしてくれる企業
の情報が知りたい。

○ 企業との連携による教育支援システム
（企業バンク）の構築

○ 「アシスト企業研修会」(仮称）の開催

・・アシスト企業とは・・
学校・家庭・地域のニーズに応じ
て連携・協働する根ざした企業

(会社、個人事業所、ＮＰＯ等）
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イ 具体的な事業等
○新 学びのきずな子ども教育支援事業
・子どもの教育支援活動を効果的に推進するために、学校・家庭・地域や企業・
市民団体等が集い、学校と地域の協働による子どもの教育支援体制の在り方につ
いて協議を行うとともに、地域人材の育成と事業の普及・啓発を図る。
① 子どもの教育支援活動の推進の協議や、関係機関・団体等の連携を促進す
る「地域教育ネットワーク会議」の開催

② コーディネーター・指導者等の地域人材を育成するための研修会の開催
③ 学校支援ボランティアの相互の連携を促進する「ボランティアの集い」の
開催

・地域の実情に応じて、地域住民等の参画による「学校支援地域本部」及び「放
課後子ども教室」を引き続き行う。

○ 企業の力を教育に！「みやざきの教育」アシスト事業【再掲】

学習

学校行事

部活動

安全な教育環境

あいさつ見守り活動

環境整備

読み聞かせ

あいさつ見守り活動

家庭

学校

登校

放課後

下校

子どもの１日の生活

週末

アシスト企業
学校支援ボランティア

子どものために『わたしも一役』

県 民
広報 啓発

職場体験・職業講話

ＮＰＯ法人・市民団体等

学校支援ボランティア

地域住民

地域住民

新
た
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ

新
た
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ

ポスター ステッカー ボランティアワッペン

テレビ番組・新聞 ホームページ

－ 6 －



(3) 地域の教育力向上に向けた取組の充実

○関係組織・団体等との連携強化による活力ある地域づくりに向けた取組の推
進、学校と地域との連携・協力体制の構築による地域全体で学校を支える取組の
充実などを通して、地域の教育力向上に努める。
○様々な広報・情報提供を通して、県民が、様々な教育活動や教育施設等につい
ての理解を深めるとともに、県民総ぐるみによる教育支援や社会全体の教育力向
上の重要性についての意識の高揚を図る。

ア 主な取組
○ 学校と地域との連携・協力体制の構築
○ 広報・情報提供による県民意識の醸成

イ 具体的な事業等
○新 学びのきずな子ども教育支援事業【再掲】
○ 生涯学習ホームページ「みやざき学び応援ネット」【再掲】

２ 社会教育の充実

県民が社会の状況の変化に対応し、生き抜くためには学校教育のみならず、社会
教育の充実発展が不可欠である。そのためには、社会教育推進体制の整備や青少年
活動の充実、人権教育の啓発の推進、家庭教育の充実を図る必要がある。さらに、
これからの家庭や地域の教育力の向上のためには、学校・家庭・地域や企業・市民
団体等が一体となって取り組む教育の推進が重要である。

(1) 社会教育推進体制の整備

○県民の社会活動への参加意欲を日常的な実践へと高め、地域の活性化につなげ
るために、市町村や社会教育関係団体等との連携を強化し、学習機会の拡大や学
習内容の充実に努めるとともに、地域活動を支える社会教育関係者の育成と資質
の向上に努める。
○県民の学習や文化活動等が活発化している中、住民の身近な学習活動の拠点で
ある図書館や美術館などの社会教育施設において、県民が親しみ、主体的に学べ
るよう社会教育施設の機能の充実を図る。

ア 主な取組
○ 社会教育委員会議
○ 社会教育施設を活用した学習機会の充実
○ 社会教育関係団体の連携強化
○ 社会教育指導者の資質の向上
○ 社会教育施設の機能の充実

イ 具体的な事業等
○ 社会教育委員会議

本県社会教育の振興・充実に資するため、社会教育の現状や課題を把握・検討
し、具体的な提言を行う。

○ 公民館経営セミナー・公民館実践研究セミナー【再掲】
○新 学びのきずな子ども教育支援事業【再掲】
○ 社会教育関係団体の連携強化

社会教育関係事業に関係団体の参加を促進するとともに、指導者研修の充実や
関係団体等とのネットワークの構築を図り、県や市町村とともに一層の連携に努
める。

○ 社会教育主事等研修・社会教育基礎講座・社会教育専門講座
生涯学習・社会教育を推進するために必要な基礎的・専門的知識・技能に関す

る研修や、研修講座の派遣を通して、社会教育関係職員や学校における地域の窓
口担当教員等のの資質の向上を図る。
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○ 九州ブロック社会教育研究大会宮崎大会
九州各県の社会教育委員及び生涯学習・社会教育関係者等が一堂に会し、九州

各県における「かたい絆による社会教育」の現状や課題をもとに今後の社会教育
について語り、方策を考える場とする。

○ 図書館・美術館の機能の充実
より多くの県民が、自然・歴史・文化・芸術に親しめるよう、機能の充実とサ

ービスの向上を図るとともに、県の機関と市町村の機関相互の情報のネットワー
ク化を図る。

(2) 青少年教育活動の充実

○「地域の子どもは地域で守り育てる」という意識のもと、地域住民や行政の役
割分担を明確にし、十分な連携を図りながら、地域で生き生きと活動する青少年
を育成する。
○異年齢集団における様々な体験活動や活力ある地域づくりのボランティア活動
情報等を提供したり、各種青少年団体等への支援を促進することにより、地域の
教育力の向上を図り、健全な青少年を育成する環境及び体制を構築する。

ア 主な取組
○ 自然体験や社会体験活動の推進
○ 各種青少年育成団体等との連携強化
○ 地域活動等への子どもたちの積極的参画の推進

イ 具体的な事業等
○新 学びのきずな子ども教育支援事業【再掲】
○新 学校生活適応支援「のびのび学園」事業 山幸・海幸ふれあい自然教室

適応指導教室で活用できる
プログラムの開発・提供

成果の紹介
（みやざき学び応援ネット）

適応指導
教室

新 学校生活適応支援「のびのび学園」事業

日常の学校生活にストレスを感じ、不安や悩みをもつ小中高生を対象にして、大自然の豊かな

自然環境の中で、学校教育と社会教育が連携し、宿泊を伴う自然体験活動を提供することで、自
信や学習意欲の回復を図り、学校生活への適応を支援する事業です。

学校生活への
不安や悩み

読み聞かせボランティアなど
地域の方々とのふれあい活動

学校生活では経験できない
豊かな体験活動

学校生活に適応できる青少年の育成

豊かな自然体験活動 地域の方々とのふれあい活動

海洋高校実習船宿泊体
験、登山、ハイキング、
川遊び、ニュースポーツ
など

読み聞かせボランティア、
地域婦人連絡協議会による
料理教室、青年団体による
スポーツ活動など

のびのび学園
スタッフ

海幸・山幸事業

ふれあい活動

県教育庁生涯学習課 教育事務所県教育庁学校政策課

学校支援ボランティア 指導補助員

活動講師

社会教育関係団体 適応指導教室関係者

コミュニケーション能力の育成

心と体のリフレッシュ

不安や悩みの解消

事業成果

検討会議

不登校児童生徒の減少

適応指導
教室

適応指導
教室

体験活動

成
果
の
検
証

山幸・海幸ふれあい自然教室
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日常の学校生活にストレスを感じ、不安や悩みをもつ小中高生を対象にして、
大自然の豊かな自然環境の中で、学校教育と社会教育が連携し、宿泊を伴う自然
体験活動による達成感を味わえるプログラムを提供することで、自信や学習意欲
の回復を図り、学校生活への適応を支援する。
① 学校生活では経験できない宿泊を伴う自然体験活動の提供
・ 海幸事業 宮崎海洋高等学校実習船「進洋丸」に乗船しての海での自然体

験活動
・ 山幸事業 むかばき青少年自然の家での自然体験活動と地域の方々とのふ

れあい活動
② 本事業の成果の全県的な普及
・事業成果検討会議の開催
プログラムの開発による適応指導教室への支援

・生涯学習ホームページ「みやざき学び応援ネット」による本事業の進捗・成
果の紹介

○ 公民館実践研究セミナー【再掲】
○ 企業の力を教育に！「みやざきの教育アシスト」事業【再掲】
○ 生涯学習ホームページ「みやざき学び応援ネット」【再掲】

(3) 人権教育・啓発の推進

○社会教育における人権教育の推進や人権教育指導者の指導力向上を図るため、
社会教育関係者を対象に、研究協議会や研修会を実施する。また、人権教育に関
する研究大会への参加や市町村への訪問により、市町村に対する助言や情報提供
を行う。

ア 主な取組
○ 人権教育の推進
○ 社会的課題に対する学習機会の提供の推進
○ 指導者研修の充実と指導者の養成
○ 人権感覚の育成を図るための活動支援

イ 具体的な事業等
○ 人権教育行政担当者協議会及び指導者研修会
○ 人権教育促進に係る市町村訪問

(4) 家庭教育の充実

○家庭教育の重要性の啓発、学習機会や情報の提供、相談体制の整備及び地域で
活動する社会教育関係団体等との連携を推進し､家庭の教育力の向上支援を図る｡

ア 主な取組
○ 子どもの生活習慣づくりに向けた運動の推進
○ 家庭教育に関する学習機会の充実
○ 将来の親世代を育成する教育の推進
○ 家庭教育に関する相談・支援体制の整備
○ 家庭教育に関する広報・啓発活動の充実
○ 家庭における読書活動の推進

イ 具体的な事業等
○ 親子いきいき家庭教育支援推進事業

家庭教育を支援するための基盤整備や、子どもの基本的な生活習慣づくりの全
県的な普及・啓発、さらに家庭における読書活動の推進への取組をとおして、子
育て中の親に対する家庭教育支援施策を充実させ、家庭の教育力の向上を図る。
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① 家庭教育支援の基盤整備
・講師人材リストの作成及び情報提供
・生涯学習ホームページ「みやざき学び応援ネット」やリーフレットを通した
啓発
・ＮＰＯや社会教育関係団体等との連携による学習機会の提供
・子育て中の保護者を支援する人材の養成

② 「子どもの生活習慣づくり運動」の推進
・「ノーテレビ・デー」「早寝早起き朝ごはん」等の運動の推進
・親子の絆や子どもの生活リズム向上の重要性を啓発するための家庭教育フォ
ーラムの開催

③ 家庭における読書活動の推進
・家読（うちどく）等の新たな読書活動の推進
・読み聞かせ等を行うボランティアの養成
・移動図書館車「やまびこ」による子育て支援センター等への訪問
・子ども読書活動推進委員会の開催

(5) 学校・家庭・地域や企業・市民団体等が一体となって取り組む教育の推進

○学校・家庭・地域や企業・市民団体等、それぞれに期待される役割と責任を果
たすことなどにより、地域社会が一対となって取り組む教育の推進に努める。

○ 企業の力を教育に！「みやざきの教育」アシスト事業【再掲】

・ 家庭教育学級への支援
・ 学習機会の提供
（多くの保護者を対象、青少年を対象）
・ 家庭教育支援者の養成

・ 「ノーメディア・デー」運動
・ 「早寝早起き朝ごはん」運動
・ 家庭教育フォーラムの開催

・ 読書活動推進指導者の養成
・ 子育て支援センター等への訪問
（乳幼児を育てる保護者への支援）
・ 読書活動推進委員会
（家庭読書運動の推進）

親子いきいき家庭教育支援推進事業

①社会構造の変化
②親の意識・ライフスタイルの変化や
親の抱える問題の多様化

③子どもの抱える問題の多様化

○家庭の教育力の低下
○子どもの生活習慣の乱れ
○子どもの規範意識等の低下が指摘されて
いる。

①子育て中の保護者を対象とした家庭教育支援
～子育てに関心が薄い親、

孤立する親等へのアプローチ～
②社会全体による家庭教育支援
③子どもたちの基本的な生活習慣の育成

背 景 現 状

家庭教育を支援するための基盤整備や子どもの基本的な生活習慣づくりの全県的な普及・啓発、さらに家庭における読書活動の推進
への取組を通して、子育て中の保護者に対する家庭教育支援施策を充実させ、本県における家庭の教育力の向上を図る。

事業の趣旨

事業の概要

家庭教育支援の基盤整備 「子どもの生活習慣づくり運動」の推進 家庭における読書活動の推進

宮 崎 県 の 家 庭 の 教 育 力 の 向 上
子育て中の保護者が安心して子育て・家庭教育を行うための地域支援の一層の充実

親子の絆や子どもの生活リズム
向上の重要性を全県的に啓発

全県的な講師情報
の整備や人材養成

家庭教育支援に重点を
おいた読書活動推進

改正教育基本法 改正社会教育法 教育振興基本計画本県における家庭教育支援施策の再構築

課 題
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３ 文化活動の充実
(1) 図書館
ア 運営方針

宮崎県立図書館は、社会教育を担う中核施設としての使命を踏まえ、人づくりと
地域づくりに役に立つ図書館をめざして、６つの目標を掲げている。
そして、目標の具現化に向けて、市町村立図書館（室）や関係機関・団体等と連

携を図り、県内図書館のフロントランナーとして、図書館の機能と資源を活用しな
がら積極的に事業の展開を図っていく方針である。

（１） 県の情報拠点としての図書館
（２） 図書館のための図書館
（３） 豊かな暮らしに役立つ図書館
（４） 県民や地域の課題解決を支援する図書館
（５） 郷土の文化を大切にする図書館
（６） 進化する図書館

イ 平成２４年度重点推進事項
○ 多様な学習機会の提供

県民の自主的な学習を支援するため、関係機関と連携して、健康や環境等に関
する資料・情報の提供などを行うほか、文化講座など各世代のニーズに沿った各
種講座や展示等を実施し、多様な学習機会の積極的な提供を行う。
○ 県民や地域の課題解決支援の強化

県民や地域の課題解決を積極的に支援するため、図書館の持つ機能と資源を有
効に活用し、県行政機関等へのレファレンスサービスや県政の重点施策発信事業
等の政策支援を行うほか、大学、民間企業など関係機関と連携したビジネス支援
サービスなどの社会人支援を行う。また、就労支援や子育て支援など喫緊の課題
解決に役立つ資料の充実・活用を図る。
○ 市町村立図書館（室）及び学校等との連携・支援の強化

県立図書館と市町村立図書館（室）相互の連携を強化するとともに、特に中山
間地域における図書館サービスの向上を図るために、市町村立図書館(室）が行う
読み聞かせ団体の育成や、市町村立図書館(室）の職員研修支援を積極的に行う。
また、へき地学校における読書活動の推進を図るために、移動図書館車「やまび
こ」の巡回先の拡充を図る。
○ 郷土に関する情報収集・提供の強化

『宮崎の“昔と今”を学ぶ』をテーマとして、市町村立図書館等と役割分担を
しながら、郷土資料の積極的な収集・整理・保存に努めていく。
また、関係機関と連携した郷土情報の発信事業、貴重資料等のデジタル化推進

及びデジタルアーカイブの充実などを通じて、地域の情報拠点としての役割を強
化する。

【目標】
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(2) 美術館
ア 運営方針

優れた美術品を鑑賞する機会と創作・発表及び学習の場の提供など美術の振興を
図り、心豊かな県民生活の創造に寄与するため、各種事業を積極的に推進し、県民
に親しまれる開かれた美術館を目指す。

イ 平成２４年度重点推進事項
○ 展示事業

国内外の高水準の芸術作品を鑑賞する機会としての特別展の開催や調査・研究
成果を基本に優れた収蔵作品を年間を通じて紹介するコレクション展、そして県
美術展の開催等により県民に優れた作品の鑑賞機会や発表の場を計画的に提供し
本県美術の中核施設としての役割を果たしていく。

○ 教育普及事業
県民一般や子ども達の美術に対する興味・関心を高め、技術の向上や創作意欲

を喚起するために講座・子ども美術教室やワークショップを実施したり、地理的
条件等により美術館を訪れる機会の少ない人達のために移動ハイビジョン等を実
施したりすることにより本県美術水準の向上に努め、教育機関としての役割を果
たしていく。

○ 資料整備事業
体系的、計画的な資料の収集を図る。

○ 管理・運営事業
各事業の効率的な運営管理を進めながら、実行委員会方式による特別展の無休
化、サポ－タ－との協働及びコレクション展の無料化等により、一層の県民サー
ビスの向上を図る。

○新 県民と美術家がふれあう「みやざきアートプロジェクト」
県内の各地域や学校及び県立美術館において、多くの県民が優れた美術作品及

びその制作の現場に直に触れる機会を拡充すると共に、本県の若手作家の創作・
発表活動を支援することを通じて、「鑑賞」と「体験」の両面から、本県におけ
る美術活動全般の一層の活性化に視する環境を整備する。
① 現代作家の公開制作と交流
② 若手アーティスト支援のための「チャレンジギャラリー」
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